
再検証

特
集
「
特
別
会
計
」

 

～
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
～

町財政の現状

　

今
回
は
、「
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
」
に
つ
い
て
、
健
全

財
政
の
持
続
を
基
本
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
町

民
の
皆
さ
ん
と
こ
の
特
別
会
計
が
抱
え
る
課
題
に
つ
い
て
共
通
の

理
解
を
深
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
３
回

　
　
　

　

国
民
皆
保
険
っ
て
何
？

　

日
本
で
は「
国
民
皆
保
険
」と
い
っ

て
、
必
ず
何
ら
か
の
公
的
医
療
保
険

へ
の
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
制
度
は
国
民
全
員
を
公
的

医
療
保
険
で
保
障
し
、
医
療
機
関
を

自
由
に
選
べ
、
安
い
医
療
費
で
高
度

な
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
財
源

の
一
部
に
公
費
を
使
う
こ
と
で
、
一

人
ひ
と
り
の
負
担
を
軽
く
し
て
皆
さ

ん
の
健
康
を
守
っ
て
い
ま
す
。

　

公
的
医
療
保
険
は
国
民
健
康
保
険

（
以
下
、「
国
保
」）
な
ど
、【
表
１
】

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
積

丹
町
で
は
平
成
24
年
度
で
国
保
加
入

世
帯
が
全
体
で
５
４
８
世
帯
と
な
っ

て
お
り
、【
表
２
】
の
と
お
り
道
内

の
平
均
と
比
較
し
て
も
国
保
加
入
率

が
非
常
に
高
い
町
で
す
。

　

国
保
制
度
は
、
加
入
者
の
町
民
の

皆
さ
ん
に
支
払
っ
て
い
た
だ
く
国
民

健
康
保
険
税
（
以
下
、「
国
保
税
」）

を
主
な
財
源
と
し
て
運
営
さ
れ
、
足

り
な
い
分
を
国
、
道
、
町
が
負
担
し

て
い
ま
す
。
他
の
公
的
医
療
保
険
と

違
い
、
国
保
は
市
町
村
で
運
営
し
て

い
る
の
で
、
そ
の
会
計
予
算
が
多
く

な
る
と
町
全
体
の
予
算
に
も
大
き
な

影
響
が
あ
り
ま
す
。

 

国
民
健
康
保
険
が
無
か
っ

 

た
ら
ど
う
な
る
？

　

国
保
が
な
け
れ
ば
、
皆
さ
ん
が
病

 

　
収
支
の
状
況
【
表
３
】

　

国
保
の
運
営
財
源
は
加
入
者
の
町

民
の
皆
さ
ん
が
負
担
す
る
国
保
税
分

と
国
、
道
、
町
の
公
費
負
担
分
で
ま

か
な
う
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

加
入
者
同
士
の
支
え
合
い
で
維
持

し
て
い
る
国
保
制
度
で
す
が
、
国
全

体
の
問
題
と
も
な
っ
て
い
る
高
齢
化

等
に
よ
る
医
療
費
の
増
加
な
ど
に

よ
っ
て
危
機
的
な
財
政
運
営
と
な
っ

て
い
る
自
治
体
が
増
加
し
て
い
ま

す
。

　

国
保
の
会
計
処
理
は
、
市
町
村
の

一
般
会
計
と
区
分
し
て
特
別
会
計
で

経
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

11
月
号
で
お
伝
え
し
た
よ
う
に
、
特

別
会
計
は
特
定
の
収
入
に
よ
っ
て
、

特
定
の
支
出
に
あ
て
る
た
め
に
、
一

般
会
計
か
ら
独
立
し
て
経
理
を
行
う

も
の
で
す
。

　

ま
た
、
積
丹
町
の
国
保
会
計
は
、

後
述
す
る
後
志
広
域
連
合
で
処
理
し

て
い
る
会
計
も
あ
る
の
で
、
全
て
の

医
療
費
に
つ
い
て
町
の
国
保
会
計
で

ま
か
な
っ
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

【表２】　国保加入率の比較（加入者数 /人口）

年度 積丹町 北海道平均

Ｈ２２
４３．１％

（５７８世帯）
２７．４％

Ｈ２３
４３．１％

（５６５世帯）
２７．５％

Ｈ２４
４２．７％

（５４８世帯）

分類 運営者 加入できる方

健康保険
 ・全国健康保険協会

 ・各種健康保険組合

企業の従業者や日雇い労働

者、船員の方など

共済組合  ・各種共済組合
国家・地方公務員や私立学校

教職員など

国民健康保険
 ・市町村国民健康保険

 ・各種国民健康保険組合
自営業者や退職者など

後期高齢者

医療制度
 ・後期高齢者医療広域連合

75 歳以上の方及び、65 歳か

ら 74 歳の方で一定の障害の

状態にある方

【表１】　公的医療保険の種類

院
に
か
か
っ
た
と
き
、
発
生
し
た
医

療
費
は
、
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
国
保
に
加
入
し
て
い

る
と
基
本
的
に
３
割
の
負
担
で
済
み

ま
す
（
年
齢
や
所
得
な
ど
の
状
況
で

負
担
割
合
は
変
わ
り
ま
す
）。
例
え

ば
、
１
万
円
の
医
療
費
で
あ
れ
ば
、

３
千
円
で
済
み
ま
す
。
国
保
が
残
り

の
７
割
を
負
担
し
て
い
ま
す
が
、
そ

の
費
用
は
皆
さ
ん
が
毎
月
納
め
て
い

る
国
保
税
な
ど
か
ら
支
出
さ
れ
ま

す
。
国
保
は
加
入
者
の
町
民
の
皆
さ

ん
が
お
金
を
出
し
合
っ
て
運
営
し
て

い
る
「
助
け
合
い
」
の
仕
組
み
で
す
。

　

突
然
、
大
き
な
病
気
と
な
り
医
療

費
が
多
額
に
な
っ
て
も
、
個
人
に
か

か
る
負
担
を
小
さ
く
し
、
も
し
も
の

と
き
の
助
け
と
な
る
こ
の
制
度
は
皆

さ
ん
の
健
康
を
守
る
う
え
で
欠
か
せ

な
い
も
の
で
す
。
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収
入
の
状
況
は
？

　　

国
保
会
計
の
収
入
は
、
大
き
く
３

つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

１
．
国
民
健
康
保
険
税

　　

国
保
税
は
世
帯
主
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
世
帯
の
所
得
、所
有
す
る
土
地
・

建
物
に
応
じ
て
課
税
さ
れ
る
部
分

と
、
加
入
者
の
町
民
の
皆
さ
ん
に
均

等
に
課
税
さ
れ
る
部
分
か
ら
構
成
さ

れ
て
お
り
、
国
保
税
は
【
表
３
】
の

下
の
グ
ラ
フ
の
よ
う
に
、
平
成
24
年

度
の
積
丹
町
の
国
保
会
計
収
入
全
体

の
41
．
１
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
積
丹
町
は
国
保
加
入
世

帯
の
55
％
が
低
所
得
者
世
帯
と
な
っ

て
お
り
、
所
得
の
状
況
に
よ
っ
て
７

割
・
５
割
・
２
割
の
３
段
階
の
「
軽

減
措
置
」
を
行
い
、
税
負
担
を
軽
減

し
て
い
ま
す
。　

　
２
．
繰
入
金

　　

国
保
特
別
会
計
は
、
そ
の
中
心
の

国
保
税
だ
け
で
医
療
費
の
全
て
の
支

出
を
補
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
で
収
支
を

合
わ
せ
て
い
ま
す
。
そ
の
繰
入
金
は

11
月
号
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、

基
準
内
繰
入
金
と
基
準
外
繰
入
金
と

に
分
か
れ
ま
す
。

⑴ 

基
準
内
繰
入
金

　

こ
れ
は
、
法
令
等
の
一
定
の
基
準

に
基
づ
き
、
必
要
と
さ
れ
る
費
用
に

つ
い
て
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
が
認

め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

　

国
保
会
計
で
は
次
の
５
つ
に
分
か

れ
て
い
ま
す
。

①
．
保
健
基
盤
安
定
繰
入
金
（
保
険

　
　
税
軽
減
分
）

　

所
得
の
低
い
世
帯
に
、
町
が
国
保

税
を
軽
減
す
る
措
置
で
、
軽
減
し
た

分
の
金
額
を
北
海
道
が
４
分
の
３
、

町
が
４
分
の
１
を
そ
れ
ぞ
れ
負
担
す

る
も
の
で
す
。

区分 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

１．国民健康保険税 ９６，６４０ ９３，０３０ ９５，２３２

２．繰入金 ６５，９８３ ９４，６８５ ９３，７１０

　（1）基準内繰入金 ３９，５５５ ４２，９５５ ４１，２６４

　　　①保険基盤安定

（保険税軽減分）
１８，８３３ １８，５５７ １７，７１４

　　　②保険者支援制度 ３，５６６ ３，３４２ ３，３５３

　　　③財政安定化事業　 ６，９０５ ５，２４６ ５，３５９

　　　④出産育児一時金 １，３４７ １，３９９ １，７７２

　　　⑤職員給与等　 ８，８５４ １４，４１１ １３，０６６

　（2）基準外繰入金 ２６，４７８ ５１，７３０ ５２，４４６

３．その他の収入 ２９，６５７ １１，９４４ ４２，５３７

　　負担金精算金 ２３，０５４ ５，３１５ ３４，３９４

　　広域連合支出金他 ６，６０３ ６，６２９ ８，１４３

計 １９２，２８０ １９９，６６０ ２３１，４７９

区分 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

４．広域連合負担金 １５３，７９９ １８３，７７３ １８１，１３５

　　医療費分 １４７，２７３ １７８，５８０ １７６，６８３

　　事務費分 ６，５２６ ５，１９３ ４，４５２

５．その他支出 ３８，４８１ １５，８８７ ５０，３４４

　　負担金精算金 ２３，０５４ ５，００３ ３４，３９４

　　広域連合支出金他　　 １５，４２７ １５，８８７ １５，９５０

計 １９２，２８０ １９９，６６０ ２３１，４７９

【表３】収支の状況

（単位：千円）

支出
（単位：千円）

国保税

41.1％

95,232 千円

34,394 千円

14.9％

負担金精算金諸収入（使用料及び手数料等）

8,143 千円

3.5％

繰入金

40.5％

93,710 千円

広域連合負担金

　 （医療費等）

78.2％

181,135 千円

負担金精算金

14.9％

34,394 千円

15,950 千円

6.9％

その他支出金

収入
１

税

２
．
繰
入
金

（Ｈ 24）

収入支出
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の
低
い
世
帯
が
多
い
」
な
ど
特
別
な

事
情
で
運
営
が
厳
し
い
町
に
対
し
、

国
か
ら
支
援
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

平
成
24
年
度
は
約
５
３
６
万
円
の

繰
入
を
し
て
い
ま
す
。

④
．
出
産
育
児
一
時
金
繰
入
金

　

国
保
の
加
入
者
の
町
民
の
方
が
出

産
を
し
た
と
き
に
支
払
わ
れ
る
出
産

育
児
一
時
金（
１
件
に
つ
き
42
万
円
）

の
３
分
の
２
の
金
額
を
一
般
会
計
か

ら
繰
入
れ
る
も
の
で
す
。

　

平
成
24
年
度
は
約
１
７
７
万
円
の

繰
入
を
し
て
い
ま
す
。

⑤
．
職
員
給
与
等
繰
入
金

　

国
保
事
業
の
運
営
に
関
わ
っ
て
い

る
職
員
給
与
（
広
域
連
合
職
員
分
含

む
）
な
ど
の
経
費
を
一
般
会
計
か
ら

繰
入
れ
る
も
の
で
す
。

　

平
成
24
年
度
は
約
１
，
３
０
７
万

円
の
繰
入
を
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
５
つ
の
基
準
内
繰

入
金
は
、
平
成
24
年
度
で
約
４
，

１
２
６
万
円
と
な
り
、
収
入
の
17
．

８
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

⑵ 

基
準
外
繰
入
金

　

基
準
内
繰
入
金
以
外
の
も
の
を
基

準
外
繰
入
金
と
い
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
加
入
者
の
町
民
の
皆
さ

ん
に
負
担
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
国

保
税
と
基
準
内
繰
入
金
で
足
り
な
い

収
入
の
赤
字
の
補
填
分
と
し
て
一
般

会
計
か
ら
繰
り
入
れ
て
い
る
も
の
で

村
で
後
志
広
域
連
合
を
設
立
し
、
国

保
事
務
事
業
に
係
る
国
・
道
・
町
が

負
担
す
る
収
入
・
医
療
費
支
出
事
務

の
共
同
処
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
は
、
約
１
億
８
，

１
１
３
万
円
の
支
出
と
な
っ
て
い

て
、国
保
会
計
支
出
全
体
の
78
．２
％

を
占
め
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
高
い

割
合
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
か

ら
積
丹
町
の
医
療
費
等
を
支
出
し
て

い
る
た
め
で
す
。

　　
５
．
そ
の
他
の
支
出

　　

広
域
連
合
負
担
金
以
外
の
支
出
に

つ
い
て
は
、
国
で
進
め
て
い
る
特
定

健
診
の
経
費
や
職
員
給
与
な
ど
の
人

件
費
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
保
税
以
外
に
一

般
会
計
か
ら
基
準
内
繰
入
金
の
ほ

か
、
基
準
外
の
繰
入
金
も
使
い
、
町

の
国
保
財
政
の
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
を

と
っ
て
い
ま
す
が
、
町
全
体
で
の
歳

入
予
算
は
限
ら
れ
ま
す
の
で
、
一
般

会
計
か
ら
基
準
外
繰
入
を
行
う
こ
と

は
、
一
般
会
計
予
算
の
支
出
を
増
や

し
、
一
般
会
計
予
算
を
圧
迫
す
る
こ

と
に
繋
が
り
ま
す
。

　

国
保
事
業
の
運
営
は
、【
図
１
】

の
よ
う
に
医
療
費
か
ら
自
己
負
担
分

を
引
い
た
残
り
の
内
、
国
保
税
（
軽

減
分
の
一
部
を
町
で
負
担
）
と
公
費

（
国
・
道
の
負
担
金
）
で
半
分
ず
つ

負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
多

く
の
加
入
者
の
町
民
の
皆
さ
ん
が

色
々
な
病
気
に
か
か
り
医
療
費
が
増

加
す
る
と
、
支
出
が
増
え
る
こ
と
か

ら
収
入
も
増
や
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
を
国
保
税
で

補
う
と
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ
の
負
担

増
と
な
る
の
で
、
一
般
会
計
か
ら
の

基
準
外
繰
入
金
に
よ
る
赤
字
補
填
を

行
い
、
収
支
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て

き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
前
述
の
と
お
り
、
赤
字

補
填
の
額
が
大
き
く
な
る
と
一
般
会

計
の
予
算
に
も
大
き
な
影
響
が
で
て

し
ま
い
ま
す
。

医療費

（保険者負担分）

自己

負担分
国保税（50％）

※国保税軽減分の一部を

町で負担している

国の

負担金

（41％）

道の

負担金

（９％）

【図１】医療費の負担区分

　
５
．
そ
の
他
の
支
出

※
負
担
金
精
算
金

　　

広
域
連
合
に
支
出
し
て
い
る
負
担
金
は
、
各
年
の
医
療
費
の
見
込
み
に
よ
っ
て
金

額
が
決
め
ら
れ
ま
す
が
、
実
際
に
そ
の
年
の
医
療
費
が
見
込
み
よ
り
多
か
っ
た
り
少
な

か
っ
た
り
す
る
の
で
、
広
域
連
合
へ
追
加
で
負
担
金
を
支
出
し
た
り
、
精
算
金
と
し
て

翌
年
度
に
返
金
さ
れ
ま
す
。

　

※
平
成
24
年
度
の
精
算
金
と
し
て
、
平
成
25
年
度
中
に
約
５
，
１
５
３
万
円
の
返
金

が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
平
成
24
年
度
の
実
質
の
赤
字
額
は
基
準
外
繰
入
金
約
５
，

２
４
４
万
円
か
ら
精
算
金
約
５
，
１
５
３
万
円
を
引
い
た
90
万
７
千
円
と
な
り
ま
す
。

す
。

　

平
成
24
年
度
は
約
５
，
２
４
４
万

円
を
繰
り
入
れ
て
お
り
、
７
つ
あ
る

町
の
特
別
会
計
の
中
で
も
最
も
多
い

金
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

３
．
そ
の
他
の
収
入

　　

預
金
利
子
や
延
滞
金
収
入
、
広
域

連
合
負
担
金
の
精
算
金
（
※
）
な
ど

の
収
入
が
あ
り
ま
す
。

　　

  

支
出
の
状
況
は
？

　　

支
出
に
つ
い
て
は
、
次
の
２
つ
に

大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　　
４
．
広
域
連
合
負
担
金

　　

平
成
21
年
度
に
後
志
管
内
の
16
町

　

平
成
24
年
度
は
約
１
，
７
７
１
万

円
の
繰
入
を
し
て
い
ま
す
。

②
．
保
険
者
支
援
制
度
繰
入
金

　

所
得
の
低
い
世
帯
数
に
応
じ
て
、

一
定
の
割
合
で
配
分
さ
れ
る
制
度
で

す
。
所
得
の
低
い
世
帯
が
多
い
市
町

村
は
、国
保
税
の
全
体
額
が
下
が
り
、

そ
れ
だ
け
収
入
額
が
低
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
の
足
り
な
い
分
を
国

が
半
分
（
４
分
の
２
）、
北
海
道
と

町
で
４
分
の
１
ず
つ
を
負
担
し
て
補

い
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
は
約
３
３
５
万
円
の

繰
入
を
し
て
い
ま
す
。

③
．
財
政
安
定
化
事
業
繰
入
金

　

「
高
齢
者
の
割
合
が
多
い
」「
所
得

　
４
．
広
域
連
合
負
担
金
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町
の
財
政
状
況
や
国
保
税
の
収
入

の
割
合
な
ど
を
考
え
た
上
で
、
今
後

の
国
保
財
政
の
運
営
を
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

  

赤
字
補
填
減
ら
す
に
は
？　

　　

赤
字
補
填
を
減
ら
す
た
め
の
方
策

と
し
て
次
の
３
つ
の
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。

①
．「
国
保
税
収
納
率
の
向
上
」

      

―
滞
納
は
不
公
平
―

　 

国
保
税
は
、
国
保
事
業
を
運
営
す

る
た
め
の
貴
重
な
財
源
で
す
。
こ
れ

が
滞
納
と
な
っ
て
収
入
さ
れ
な
い

と
、
き
ち
ん
と
納
め
て
い
る
人
と
の

間
に
不
公
平
が
生
じ
る
だ
け
で
な

く
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の
運
営
自

体
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。

　

【
図
２
】
の
よ
う
に
国
保
税
の

累
積
滞
納
額
は
５
，
２
４
４
万
円

と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
平
成

24
年
度
分
の
滞
納
額
だ
け
で
も
１
，

１
１
５
万
円
と
１
年
間
で
１
千
万
円

を
超
え
る
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

滞
納
額
の
縮
減
と
毎
年
度
の
国
保

税
の
収
納
率
の
向
上
は
、
健
全
な
国

保
財
政
を
維
持
す
る
た
め
の
最
大
の

課
題
で
す
。
国
保
加
入
者
の
皆
さ
ん

の
納
期
内
納
税
へ
の
ご
理
解
と
ご
協

力
が
不
可
欠
で
す
。

　

滞
納
が
重
な
る
と
本
来
２
年
間
の

保
険
証
有
効
期
限
が
滞
納
額
に
よ
っ

て
１
年
、
６
カ
月
、
３
カ
月
と
短
く

な
る
短
期
保
険
証
交
付
の
対
象
と
な

り
、
そ
れ
で
も
滞
納
が
改
善
さ
れ
な

け
れ
ば
保
険
証
の
代
わ
り
に
被
保
険

者
資
格
証
明
書
が
発
行
さ
れ
、
医
療

機
関
で
の
窓
口
負
担
が
３
割
で
は
な

く
医
療
費
の
全
額
と
な
り
、
後
日
申

請
し
て
７
割
分
の
払
い
戻
し
を
受
け

な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
ど
の
不
利
益

な
状
況
に
も
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

町
で
は
、
納
付
期
限
ど
お
り
に
納

め
ら
れ
な
い
事
情
が
あ
る
方
な
ど
を

対
象
に
、
納
付
に
つ
い
て
の
相
談
も

H24 滞納額 累積滞納額

１，１１５万円 ４，１２９万円

５，２４４万円

H24 滞納額 累積滞納額

【図２】積丹町の国保税滞納額

①
．「
国
保
税
収
納
率
の
向
上
」

（24 年度決算）

保険者名 金額（単位：千円）

小樽市 10,771,999

余市町 1,759,368

岩内町 1,173,776

倶知安町 996,792

共和町 559,195

蘭越町 452,533

古平町 439,334

仁木町 422,026

ニセコ町 352,500

寿都町 317,109

積丹町 288,887

京極町 246,644

黒松内町 226,096

喜茂別町 183,923

真狩村 182,679

島牧村 181,778

泊村 161,810

留寿都村 141,394

赤井川村 96,445

神恵内村 90,547

【表４】後志管内 20 市町村の医療費、国保税額の比較（平成 23 年度）

保険者名 金額（単位 :千円）

古平町 346

寿都町 315

小樽市 315

神恵内村 299

黒松内町 295

泊村 292

仁木町 291

余市町 286

島牧村 282

岩内町 276

共和町 266

積丹町 265

蘭越町 264

赤井川村 259

京極町 254

倶知安町 233

喜茂別町 231

留寿都村 210

ニセコ町 206

真狩村 197

保険者名 金額（単位：円）

真狩村 93,271

留寿都村 92,541

京極町 81,287

共和町 80,026

仁木町 72,096

倶知安町 68,255

余市町 66,006

ニセコ町 65,764

岩内町 64,994

積丹町 　63,723

小樽市 62,041

島牧村 60,638

泊村 60,558

寿都町 59,829

古平町 58,994

赤井川村 57,102

神恵内村 56,253

蘭越町 56,188

黒松内村 55,274

喜茂別町 44,860

総医療費 一人あたりの医療費 一人あたりの国保税
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保険者 対象者数 受診者数 受診率

後志広域連合 12,743 人 3,465 人 27.19％

積丹町 741 人 135 人 18.22％

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

②
．「
国
保
税
の
税
率
の
見
直
し
」

  

―
「
負
担
と
給
付
」
の
均
衡 

―

　　

国
保
税
の
収
入
を
増
や
す
方
法
と

し
て
は
税
率
の
見
直
し
を
し
て
、
赤

字
の
部
分
を
加
入
者
の
皆
さ
ん
に
応

分
の
負
担
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

日
本
の
公
的
医
療
保
険
制
度
で
は

自
己
負
担
分
以
外
の
医
療
費
を
国
保

税
と
公
費
で
半
分
ず
つ
ま
か
な
う
も

の
で
す
か
ら
、
医
療
費
が
増
え
れ
ば

加
入
者
の
町
民
の
皆
さ
ん
の
負
担
も

増
え
る「
給
付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
」

を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
赤
字
の
部
分
を
国
保
税

だ
け
で
解
消
す
る
と
な
る
と
、
税
率

を
大
幅
に
引
き
上
げ
る
見
直
し
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
町
で
は
低
所
得
者
世
帯
の

負
担
の
軽
減
対
策
と
し
て
、
国
保
税

を
７
割
・
５
割
・
２
割
と
段
階
的
に

本
来
の
国
保
税
よ
り
負
担
を
軽
く
す

る
軽
減
措
置
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
世
帯
は
積
丹

町
の
国
保
加
入
者
世
帯
の
55
％
を
超

え
、
加
入
者
の
大
半
が
所
得
の
低
い

世
帯
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
低
所
得
者
世
帯
が

多
い
積
丹
町
の
国
保
会
計
に
お
い
て

は
、
適
正
な
「
給
付
と
負
担
の
バ
ラ

ン
ス
」
に
よ
る
国
保
財
政
を
維
持
す

る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
実
情
に
あ

り
ま
す
。

　

な
お
、
後
志
管
内
20
市
町
村
の
一

人
当
た
り
の
国
保
税
額
等
の
比
較
は

前
頁
の
【
表
４
】
の
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。

③
．「
医
療
費
を
抑
え
る
」

　　
前
に
述
べ
た
２
つ
は
収
入
を
増
や

し
、
赤
字
を
減
ら
す
と
い
う
考
え
方

で
す
。
も
う
一
つ
の
考
え
方
と
し

て
、
今
度
は
支
出
を
減
ら
す
と
い
う

方
法
、
つ
ま
り
、
医
療
費
を
減
ら
す

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

平
成
23
年
度
の
後
志
管
内
20
市
町

村
の
医
療
費
の
比
較
は
【
表
４
】
の

と
お
り
で
す
。

　
例
え
ば
、
同
じ
病
気
で
複
数
の
病

院
に
か
か
る
こ
と
に
よ
り
増
え
る
医

療
費
や
、
医
療
の
高
度
化
に
よ
る
医

療
費
の
高
額
化
（
が
ん
治
療
や
糖
尿

病
治
療
な
ど
）
に
よ
り
増
え
る
支
出

は
、
国
保
財
政
の
運
営
を
厳
し
く
さ

▲様々な保健事業を利用し、健康の維持を

せ
る
大
き
な
要
因
で
す
。
病
気
の
早

期
発
見
、
早
期
治
療
に
よ
り
重
症
化

を
防
ぐ
こ
と
で
、
医
療
費
の
増
加
を

抑
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た

め
に
も
、
特
定
健
診
な
ど
を
積
極
的

に
受
診
し
、
自
身
の
健
康
の
維
持
に

努
め
、
医
療
費
の
抑
制
に
ご
協
力
を

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。な
お
、

積
丹
町
の
特
定
健
診
受
診
率
は
【
表

５
】
の
と
お
り
、
後
志
広
域
連
合
加

入
16
町
村
の
平
均
を
大
き
く
下
回
っ

て
い
る
状
況
で
す
。

　

ま
た
、
町
で
は
保
健
事
業
（
住
民

健
康
診
断
や
健
康
相
談
、
栄
養
指
導

な
ど
）
を
行
い
、
病
気
の
早
期
発
見

に
よ
っ
て
医
療
費
の
抑
制
を
図
る
事

業
も
行
っ
て
い
ま
す
。

【表５】特定健診受診率の比較

 

国
民
健
康
保
険
を
維
持
す
る  

 

た
め
に

　　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
の
悪
化

に
つ
い
て
も
財
政
健
全
化
法
の
適
用

対
象
と
な
る
た
め
、
町
民
の
皆
さ
ん

の
健
康
を
守
る
と
同
時
に
、
町
の
健

全
財
政
を
維
持
す
る
こ
と
の
重
要
性

の
ご
理
解
を
い
た
だ
く
必
要
も
あ
り

ま
す
。
一
度
に
、
赤
字
の
部
分
す
べ

て
を
解
消
す
る
こ
と
は
難
し
く
て

も
、
他
の
市
町
村
と
の
比
較
や
、
現

在
の
負
担
税
率
が
適
切
な
の
か
に
つ

い
て
を
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
に

頼
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
を
踏
ま
え

て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

前
述
の
と
お
り
、
町
民
の
皆
さ
ん

に
協
力
を
い
た
だ
き
、
医
療
費
を
抑

え
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
糖
尿
病
、

高
血
圧
な
ど
の
生
活
習
慣
病
か
ら
起

こ
る
が
ん
や
脳
卒
中
な
ど
の
病
気
を

予
防
す
る
た
め
、
日
頃
か
ら
規
則
的

な
生
活
習
慣
を
送
り
、
健
康
に
過
ご

す
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

毎
年
度
の
健
全
な
国
保
会
計
を
維

持
し
、
町
の
財
政
全
体
の
収
支
の
健

全
性
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
多

く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
が
、
町
民
の

皆
さ
ん
と
一
緒
に
自
分
の
町
の
課
題

解
決
へ
の
取
組
み
を
し
っ
か
り
進
め

て
行
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

③
．「
医
療
費
を
抑
え
る
」
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歳　入　科　目 予　算　額 収　入　済　額 収入率

現
　
年
　
度
　
分

自
主
財
源

町 税 1億 6,028 万 2 千円 １億 30 万 7 千円 62.58％

分担金及び負担金 3,828 万 3 千円 824 万 2 千円 21.53％

使用料及び手数料 4,468 万 3 千円 2,132 万 2 千円 47.72％

そ の 他 1億 107 万 3 千円 1億 6,378 万 7 千円 162.05％

計 3億 4,432 万 1 千円 2億 9,365 万 8 千円 85.29％

依
存
財
源

地 方 交 付 税 16 億 4,000 万円 11 億 8,998 万 8 千円 72.56％

国・ 道 支 出 金 1億 8,914 万 3 千円 3,742 万 1 千円 19.78％

町 債 2億 1,370 万円 0円 0.00％

そ の 他 6,072 万円 2,243 万 3 千円 36.94％

計 21 億 356 万 3 千円 12 億 4,984 万 2 千円 59.42％

小　　　計 24 億 4,788 万 4 千円 15 億 4,350 万円 63.05％

繰越明許費 8,580 万円 812 万 1 千円 9.47％

合　　　計 25 億 3,368 万 4 千円 15 億 5,162 万円 61.24％

歳　入　科　目 予　算　額 支　出　済　額 執行率

現
　
年
　
度
　
分

議 会 費 5,604 万 9 千円 2,642 万 4 千円 47.14％

総 務 費 7億 9,931 万 4 千円 1億 6,039 万 1 千円 20.07％

民 生 費 3億 5773 万円 1億 5,674 万円 43.82％

衛 生 費 1億 2,343 万 3 千円 4,081 万 6 千円 33.07％

労 働 費 1,064 万 7 千円 426 万 4 千円 40.05％

農 林 水 産 業 費 1億 4,732 万 9 千円 4,553 万 4 千円 30.91％

商 工 費 7,008 万 6 千円 3,361 万 5 千円 47.96％

土 木 費 1億 6,219 万 5 千円 2,339 万 2 千円 14.42％

消 防 費 1億 6,602 万 4 千円 8,322 万 4 千円 50.13％

教 育 費 2億 5,039 万 6 千円 9,671 万 5 千円 38.62％

災 害 復 旧 費 11 万５千円 5千円 4.35％

公 債 費 3億 376 万 6 千円 1億 5,554 万 7 千円 51.21％

諸 支 出 金 40 万千円 25 万 1 千円 62.75％

予 備 費 40 万円 0 0.00％

小　　　計 24 億 4,788 万 4 千円 8億 2,691 万 8 千円 33.78％

繰越明許費 8,580 万円 531 万 3 千円 6.19％

合　　　計 25 億 3,368 万 4 千円 8億 3,223 万 1 千円 32.85％

会　計　別 予　算　額 収　入　済　額 収入率 支　出　済　額 執行率

簡 易 水 道 事 業 1億 4,994 万 5 千円 2,236 万 1 千円 14.91％ 7,441 万 8 千円 49.63％

国民健康保険事業
事 業 勘 定 1億 7,957 万 1 千円 3,875 万 2 千円 21.58％ 9,813 万 9 千円 54.65％

直 診 勘 定 8,038 万 6 千円 1,529 万 5 千円 19.03％ 3,528 万 1 千円 43.89％

下 水 道 事 業 5,705 万 6 千円 518 万 6 千円 9.09％ 2,546 万 2 千円 44.63％

介 護 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 4,134 万 1 千円 818 万 8 千円 19.81％ 1,549 万 3 千円 37.48％

産業交流雇用対策推進事業 1億 9,317 万 2 千円 6,110 万 9 千円 31.63％ 9,376 万 2 千円 48.54％

後 期 高 齢 者 医 療 3,977 万 8 千円 1,003 万 4 千円 25.22％ 1,060 万 5 千円 26.66％

合 計 7億 4,124 万 9 千円 1億 6,092 万 5 千円 21.71％ 3 億 5,316 万円 47.64％

平
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町
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を
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表

町
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算
の
執
行
状
況
を
公
表
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成
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年
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現
在

平
成
25
年
９
月
30
日
現
在

　
平
成
25
年
度
上
半
期
（
４
月
１
日
～
９
月
30
日
）
の
町
予
算
の
執
行

状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
皆
さ
ん
が
納
め
た
税
金
や
国
や
道
か
ら
の
交
付
金
な
ど
、
お
金
が
ど

の
よ
う
に
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入
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し
て
い
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か
な
ど
、
町
の
財
政
状
況
を
正
し
く
理
解

し
て
も
ら
う
た
め
に
公
表
す
る
も
の
で
す
。

一般会計
歳入歳出予算額　25 億 3,368 万 4 千円
< 現年度予算額 >　24 億 4,788 万 4 千円　<繰越明許費 >　8,580 万円

歳入 収入済額 15 億 5,162 万円　<現年度分 > 15 億 4,350 万円　

歳出 歳出済額 8 億 3,223 万１千円　<現年度分 > 8 億 2,691 万 8 千円　

特別会計
特定の事業を行うため、条例に基づいて設置するもので、一般会計の歳入・歳出と区分して経
理するための会計です。

<繰越明許費 > 812 万 1 千円

<繰越明許費 > 531 万 3 千円
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